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第5章1　P35～
教育・保育給付

【概要】
幼児期の学校教育と、保育の必要性
のある子どもへの保育を、認定こど
も園、幼稚園、保育園及び小規模保
育等の施設等により対象者に提供す
るサービスのことです。

①施設型給付
幼稚園・認定こども園・保育園

【概要】
施設型給付の対象事業は、認定こども園、幼稚園、
認可保育所の教育・保育施設です。市から事業者に
対して施設型給付費等を支給します。

【取組状況・予定】
・施設型給付により、教育、保育の需要量を満たす。
・保育園等の整備を行う（田尻保育園、北鯖石保育園、荒浜保育園、柏崎
二葉幼稚園）。
・公立保育園の民営化等に伴う社会福祉法人等との意見交換会を行う。

※市全域及び中学校区毎の令和４（２０２２）年度の推計ニーズ量と入園
児童数の比較は「別紙１」のとおり。

【取組状況】
・教育区分（定員：５５５人）
　令和４（２０２２）年　４月１日現在の在園児数：２２４人
　令和４（２０２２）年１１月１日現在の在園児数：２５９人（３５人増）
・保育区分（定員：２，６５３人）
　令和４（２０２２）年　４月１日現在の在園児数：１，９５３人
　令和４（２０２２）年１１月１日現在の在園児数：１，９９５人（４２人増）
※別紙１参照「市全域の令和４年度の推計ニーズ量と入園児童数の比較」

・市内私立保育園、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所に対して、委託費及び施設型給付費
等を支給し、市内保育ニーズに対応できる職員体制を維持している。

・施設整備
　田尻保育園改築工事設計業務委託等　６，９７２万円
　北鯖石保育園大規模修繕工事　　　　１，７００万円
　荒浜保育園給食室業務用備品　　　　　　１００万円
　柏崎二葉幼稚園改築工事　　　　　　３，３８０万２，０００円
　

・公立保育園の民営化等について、北鯖石保育園の民営化に向けて市内私立保育園、認定こども
園、幼稚園等を運営している法人に対して、民営化の内容説明と意向確認を行った。

【実績】※（令和５（２０２３）年３月１日現在）
・教育区分（定員　５５５人）
　　令和４(２０２２)年４月１日現在の在園児童数：２２４人
　　令和５(２０２３)年３月１日現在の在園児童数：２６２人
　　３８人増加（充足率：４７．２％）
・保育区分（定員　２，６５３人）
　　令和４(２０２２)年４月１日現在の在園児童数：１，９５３人
　　令和５(２０２３)年３月１日現在の在園児童数：２，０１９人
　　６６人増加（充足率：７６．１％）
※別紙１参照：市全域の推計ニーズ量と入園児童数の比較
・施設整備
　田尻保育園改築工事設計業務委託等　３，３３１万９，０００円
　田尻保育園改築に伴う土地購入　　　　　７２７万８５１円
　北鯖石保育園大規模修繕工事　　　　１，５４４万７，３００円
　荒浜保育園給食室業務用備品　　　　　　　９５万７，０００円
　柏崎二葉幼稚園改築工事　　　　　　３，０１３万９，０００円

【評価】
・保育ニーズに合わせた適正な定員を設定し、受入体制を確保した。
・老朽化による改築等の施設整備に要する費用の一部を補助することで、安心して子どもを受け入れる体制
を整えた。

【次年度の取組】
・施設型給付により、教育、保育の需要量を満たす。
・保育園の整備を行う（田尻保育園、北条保育園、高田保育園、柏崎二葉幼稚園）。
・公立保育園の民営化等に伴う社会福祉法人等との意見交換会を行う。
※別紙２参照：田尻保育園の改築
※別紙３参照：令和５年１０月からの１・２歳児保育料の無料化

A 保育課
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第5章1
教育・保育給付

②地域型保育給付
小規模保育・家庭的保育・
居宅訪問型保育・事業所内保育

【概要】
制度では、定員が19人以下の保育事業について、市
による認可事業として実施することを認めていま
す。
地域型保育給付の対象事業は、小規模保育事業（定
員6～19人）、家庭的保育事業（定員5人以下）、居
宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4種類です。

【取組状況・予定】
・対象の施設に地域型給付費を給付し、安定した運営を確保する。

※市全域及び中学校区毎の令和４（２０２２）年度の推計ニーズ量と入園
児童数の比較は「別紙１」のとおり。

【取組状況】
・保育部分（定員：１２人）
　　令和４(２０２２)年　４月１日現在の在園児童数：　７人
　　令和４(２０２２)年１１月１日現在の在園児童数：１１人（４人増）

【実績】（令和５（２０２３）年３月１日現在）
・保育区分（定員　１２人）
　　令和４(２０２２)年４月１日現在の在園児童数：７人（１歳児：７人）
　　令和５(２０２３)年３月１日現在の在園児童数：１０人（０歳児：２人、１歳児８人）
　　３人増加（充足率：８３．３％）

【評価】
・小規模保育事業により、働きながら安心して子育てできる環境を確保することができた。

【次年度の取組】
・対象の施設に地域型給付費を給付し、安定した運営を確保する。

A 保育課
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第5章2　P64～
地域子ども・子育て支援事業

(1)一時預かり事業

【概要】
保護者の出産、病気、冠婚葬祭、習い事、ショッピ
ング、美容院などのほか、リフレッシュ（保護者の
育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消）のために
一時的に子どもを預かります。

【取組状況・予定】
・公立６園、私立６園（うち私立２園は自主事業）で実施する。

【取組状況】　令和４（２０２２）年１１月末現在
・公立６園、私立６園で実施（うち私立２園は自主事業）
・１１月末現在の利用実績は、延べ１，０６３人である。前年度同時期が１，１３７人であったこ
とから、７４人の減少となっている。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・公立６園、私立６園で実施（うち私立２園は自主事業）
・２月末現在の利用実績は、延べ１，５３５人である。前年度同時期が１，５６９人であったことから、３
４人の減少となっている。

【評価】
・計１２園で実施していることから、保護者の需要を満たすことができた。

【次年度の取組】
・引き続き、公立６園、私立６園（うち私立２園は自主事業）で実施する。

A 保育課

4

第5章2
地域子ども・子育て支援事業

(2)延長保育事業

【概要】
保育園で、通常の保育時間（保育所によって異な
る）を超えて子どもを預かります。

【取組状況・予定】
・標準時間の１１時間を超えて、公立３園、私立１０園で実施する。

【取組状況】令和４（２０２２）年１１月末現在
・標準時間の１１時間を超えて公立３園、私立１０園で保育を実施。
・１１月末現在の利用実績は、延べ３，７５０人である。前年度同時期が４，１５４人であったこ
とから、４０４人の減少となっている。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・標準時間の１１時間を超えて、公立３園、私立１０園で保育を実施。
・２月末現在の利用実績は、延べ４，８６５人である。前年度同時期が４，９０７人であったとから、４２
人減少となっている。

【評価】
・保護者が就労しやすい環境を整えた。

【次年度の取組】
・標準時間の１１時間を超えて、引き続き、公立３園、私立９園で保育を実施する。 A 保育課
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第5章2
地域子ども・子育て支援事業

(3)病児保育事業

【概要】
ア　病児保育
病気の始まりから治るまでの子どもを預かります。
イ　病後児保育
病気の回復期にあって、集団保育、生活ができない
子どもを預かります。

【取組状況・予定】
・引き続き、国立病院機構新潟病院と柏崎総合医療センターに病児保育事
業を委託し、実施する。

【取組状況】
①病児保育室ムーミンハウス
・国立病院機構新潟病院に事業委託　１，２０３万１，０００円
・１1月末現在の利用実績は、延べ２９０人である。前年度同時期が３４３人であったことから、５
３人の減少となっている。
②病児保育室ぴっころ
・柏崎総合医療センターに事業委託８０３万１，０００円
・１1月末現在の利用実績は、延べ９４人である。前年度同時期は１２人であったが、Ｒ３．１０月
からの事業であったため、２か月の利用人数となる。月平均人数は１１人で前年同時期は６名で
あった。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
①病児保育室ムーミンハウス
・国立病院機構新潟病院に事業委託　１，１０３万１，０００円（執行見込）
・２月末現在の利用実績は、延べ３４９人である。前年度同時期が４２３人であったことから、７４人の減
少となっている。
②病児保育室ぴっころ
・柏崎総合医療センターに事業委託　９０３万１，０００円（執行見込）
・２月末現在の利用実績は、延べ１１４人である。前年度同時期は５９人であったが、Ｒ３．１０月からの
事業であったため、５か月の利用人数となる。月平均人数は１０．３人で前年同時期は１１．８名であっ
た。

【評価】
・保護者の子育てと就労の両立を支援できた。

【次年度の取組】
・引き続き、国立病院機構新潟病院と柏崎総合医療センターに事業委託し、実施する。

A 保育課
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第5章2
地域子ども・子育て支援事業

(4)利用者支援事業（母子保健型）

【概要】
元気館に子育て世代包括支援センターを設置し、保
健師及び助産師等の専門性をいかした相談支援を行
い、母子保健を中心としたネットワークを構築し、
医療機関、療育機関等の関係機関につなげていきま
す。

【取組状況・予定】
・妊娠期から子育て期（概ね就学まで）まで、関係機関と連携し、切れ目
のない支援を行う。
①子育て世代包括支援センター利用者支援事業と子どもの虐待防止事業と
定例的な連携会議を継続し、新規ケーズの検討と継続ケースの進捗管理を
行う（月１回）。
②令和４（２０２２）年度からスタートした、産婦健診及び産後ケアが円
滑に実施できるよう取り組む。
・産婦健診受診者全員に、産後の相談窓口チラシを配布する。
・産婦健診で配慮が必要な対象者等、柏崎総合医療センターとタイムリー
な情報共有に努める。
・産婦健診で、エジンバラ産後うつ病問診票がハイスコア（９点以上）の
対象者については、全件、助産師が支援プランを作成し継続支援を行うと
共に、事後フォローについて連携会議で検討する。
②継続支援が必要なケースの支援プランを作成する。
　助産師の支援プランに加えて、保健師も支援プランを作成する。
③保健師の全件面談による母子健康手帳交付を継続する。

【取組状況】
①利用者支援専門員の活動延件数：６１６件
母子健康手帳交付時の保健師全件面談：２４６人（転入者１３人含む）
②連携会議を月１回定例実施した（８回）。継続支援の検討４３人
（特定妊婦：３人、気になる妊婦：１４人）
③継続支援のプラン作成　５５件（計画目標：４０件）
④新規事業として産後うつ予防の体制を強化するため、産婦健診及び産後ケア（宿泊型）事業を柏
崎総合医療センター委託により開始した。
・産婦健診で配慮が必要な対象者やエジンバラ産後うつ病問診票がハイスコア（９点以上）の対象
者については、柏崎総合医療センターとタイムリーに情報共有するとともに、助産師が支援プラン
を作成し、継続支援を行った。１３件
⑤助産師のオンライン相談を試行的に行った。３件

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
①利用者支援専門員の活動延件数：７１２件
母子健康手帳交付時の保健師全件面談：３３４人（転入者１７人含む）
②連携会議を月１回定例実施した（１１回）。継続支援の検討５８人
（特定妊婦：５人、気になる妊婦：２０人）
③助産師の継続支援のプラン作成　６４件（計画目標：４０件）
　保健師の支援プラン作成６件
④新規事業として産後うつ予防の体制を強化するため、産婦健診及び産後ケア（宿泊型）事業を柏崎総合医
療センター委託により開始した。利用者５人　延べ１８日
・産婦健診で配慮が必要な対象者やエジンバラ産後うつ病問診票がハイスコア（９点以上）の対象者につい
ては、柏崎総合医療センターとタイムリーに情報共有するとともに、助産師が支援プランを作成し、継続支
援を行った。実２０人
⑤助産師のオンライン相談を１１月に試行的に行い（３件）、令和５年３月より月２回で開始した。

【評価】
新規事業である産婦健診や産後ケア事業の実施により、医療機関とより連携し、産後直後からの相談支援体
制を強化することができた。

【次年度の取組】
・事業を継続し、支援が必要な妊産婦を早期に把握し、支援につなげていく。
・助産師のオンライン相談を周知し、利用を促進していく。

Ａ 子育て支援課
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第5章2
地域子ども・子育て支援事業

(5)妊婦健康診査

【概要】
母体や胎児の健康を守るために必要な妊婦健康診査
を医療機関に委託し、安心して出産が迎えられるよ
う支援します。

【取組状況】
医療機関に妊婦健診（１４回）及び産婦健診（２回）を委託実施すること
により、妊娠中から出産後の経済支援につなげる。また、産婦健診の実施
により、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつの
予防を図る。加えて、必要に応じて、産後ケア事業の利用につなげる。

【予定】
・妊婦健診：令和３（２０２１）年度と同様の内容で助成する。
（助成内容：１人１４回分　最大１１万８，２９０円）
※　里帰り出産等で、県外で受診の場合は、償還払いで対応する（扶助
費）。
産婦健診：令和４（２０２２）年度より柏崎総合医療センターに産婦健診
を委託実施し、費用を助成する。
（助成内容：１人２回分　５，０００円を上限とする）
※　柏崎総合医療センター以外の医療機関で受診の場合は、償還払いで対
応する（扶助費）。
　　償還払いの対象にも、エジンバラ産後うつ病問診票を元気館窓口で保
健師が実施する。

【取組状況】
①妊婦健診について
　県内受診：延べ２，８６０人受診、助成額　２,３５４万８４０円
　県外受診の償還払い：実１９人、助成額　４８万７，９８９円
②新規事業として産後うつ予防の体制を強化するため、産婦健診及び産後ケア（宿泊型）事業を柏
崎総合医療センター委託により開始した。
・産婦健診について
　柏崎総合医療センター受診：延べ１６８人、助成額　１７１万円
　柏崎総合医療センター以外受診の償還払い：実２６人、助成額　１４万１，７９０円
・産後ケア事業について
　利用者数　実３人、利用日数　延べ１２日、助成額　２１万６，０００円
・産婦健診償還払いの対象にも、エジンバラ産後うつ病問診票を元気館窓口で保健師が実施した。
　

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
①妊婦健診について
　県内受診：延べ３，９１０人受診、助成額　３,２２６万８，６１０円
　県外受診の償還払い：実２４人、助成額　５７万２，９０９円
②新規事業として産後うつ予防の体制を強化するため、産婦健診及び産後ケア（宿泊型）事業を柏崎総合医
療センター委託により実施した。
・産婦健診について
　柏崎総合医療センター受診：延べ４５２人、助成額　２２６万０，０００円
　柏崎総合医療センター以外受診の償還払い：実４４人、助成額　２２万６，７９０円
・産後ケア事業について
　利用者数　実５人、利用日数　延べ１８日、助成額　３２万４，０００円
・産婦健診償還払いの対象にも、エジンバラ産後うつ病問診票を元気館窓口で保健師が実施した。
【評価】
　妊婦健診に加えて産婦健診を医療機関に委託実施することで、経済的負担が軽減されるとともに、産後う
つ傾向の支援にもつながり、安心して出産できることにつながった。
【次年度の取組】
次年度より産婦健診２回分が妊婦健診同様、県内の医療機関への委託事業となるため、医療機関を拡大して
行う。産後ケアは医療機関を拡大して実施する。

Ａ 子育て支援課
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(6)妊産婦・新生児訪問及びこんにちは赤ちゃん事業

【概要】
ア　妊産婦・新生児訪問（助産師による訪問）
概ね、生後１か月までの乳児のいる世帯に助産師が
訪問し、産婦の健康相談と乳児の成長の確認を行い
ます。
イ　こんにちは赤ちゃん事業（地域の主任児童委員
による訪問）
生後4か月までの乳児の世帯に主任児童委員が訪問
し、相談窓口等、子育て支援情報を提供するととも
に様々な不安や悩みを聞き、必要に応じて子育て世
代包括支援センターと連携して支援します。訪問時
に地域で子育てを見守りますとメッセージすること
で、家庭と地域社会をつなぐきっかけとし、乳児家
庭の孤立化を防ぎます。

【取組状況・予定】
①助産師訪問と主任児童委員の訪問について、令和３（２０２１）年度と
同様に実施予定。
②入院中にうつ傾向のスコアが高かった産婦については、利用者支援専門
員（助産師）が、訪問して継続支援を行う。
③産婦健診（産後２週間、産後１か月）の実施により、こんにちは赤ちゃ
ん訪問の訪問時期を概ね２か月で実施することで、切れ目のない見守り環
境を整備する（健診：産後２週間、１か月、助産師訪問３週間、主任児童
委員訪問：１か月）

【取組状況】
①主任児童委員の訪問について、概ね２か月に訪問を実施。市外や訪問依頼時の状況により、２か
月に訪問できない場合には、４か月までに訪問を実施した。（訪問件数：２１７件）
実施率（訪問数/出生数）：７６．２％（１０月末現在。※出生数が１０月末現在のため訪問数も１
０月末に調整）
主任児童委員からの訪問後の情報提供：９件
（保健師・助産師が電話及び健診時に状況確認：４件、既に助産師又は保健師が継続支援：４件、
市外への転出：１件）

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
①主任児童委員の訪問：訪問件数２９６件
・訪問実施率（訪問数/出生数）：７９．８％（※訪問実施率について、出生数が１月末現在のため訪問数
も１月末で調整）
・主任児童委員からの訪問後の情報提供：９件
（保健師・助産師が電話及び健診時に状況確認：４件、既に助産師又は保健師が継続支援：４件、市外への
転出：１件）
②利用者支援専門員（助産師）訪問　実４５件、延べ７２件
　入院中にうつ傾向のスコアが高かった産婦や、妊娠中から継続支援しているハイリスクの産婦について
は、利用者支援専門員が継続支援を行った。
③助産師による産婦・新生児訪問　産婦延べ３１０件、新生児等延べ３２８件、計６３８件概ね産後３週間
（産婦健診の間）に訪問している。
【評価】
・令和４（２０２２）年度から、産婦健診助成事業（２週間、４週間）を実施したことにより、訪問時期を
４か月から２か月に変更することで、概ね等間隔で支援者が接触の機会を持ち、切れ目のない見守り支援体
制を構築した。また、訪問後、気になる家庭についてタイムリーな情報提供を受けることにより、早期支援
につながった。
【次年度の取組】
・定例の主任児童委員の改選（任期３年）があったので、改めて活動体制、状況等を研修し、活動の理解を
深めると共に、訪問内容等の平準化を図る。
・出産・子育て応援交付金の伴走型支援として、令和５（２０２３）年１月３０日から助産師訪問に合わせ
て産後うつ問診票を始めたところである。産後うつ問診票の活用方法について検討し、支援体制を強化して
いく。

Ａ 子育て支援課
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【当日資料】

総括表（令和４（２０２２）年度　取組評価・実績）

№ 実施事業等 事業内容
令和４（２０２２）年度
取組状況・予定

令和４（２０２２）年度
取組状況・予定（令和４（２０２２）年１１月末現在）

令和４(２０２２)年度
実績

Ｒ４
評価

担当課
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(7)乳幼児健康診査

【概要】
乳幼児の健やかな成長発達を目指し、疾病の早期発
見や早期の療育支援を行います。また、育児不安等
に対する相談支援も行います。

【取組状況・予定】
・乳幼児の疾病の早期発見や早期の療育支援を行う。
①３歳児の視覚検査で、屈折検査器機の導入に取り組む。
②１歳６か月児、３歳児健診における早期療育体制を強化する。
・１歳６か月、３歳児健診に定例的に、臨床心理士が参加する（健診会場
における児の状況確認および健診終了後カンファレンス参加）。
③乳幼児健診後のフォローについて進捗管理会議（年間３～４回）を行う
と共に、支援の平準化を図る。
・医療機関精密検査の受診勧奨の強化。
・健診後に、早期療育の視点で経過観察が必要な児に対して、継続支援を
行う。
・育児不安や育児ストレスの負担感が強い場合の支援を行う（国：すこや
か親子アンケート参照）。

【取組状況】
①１１月２２日に屈折検査機器の入札を行ったが不調となり、今後再度入札を行う予定である。眼
科医や小児科医への事前説明は実施した。
②臨床心理士が１歳６か月健診・３歳児健診に参加して児の観察を実施した。終了後カンファレン
スの場で今後のフォローについて保健師と臨床心理士で検討を行った。
③乳幼児健診後の進捗管理会議を９月２２日に実施した。今後も継続実施の予定である。健やか親
子２１アンケートに関しては、係会議等の場を活用して健診に従事する保健師に説明を行った。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・４か月児、１０か月児、１歳６カ月時、３歳児健康診査を集団会場で実施した。また、６か月児健康診査
を医療機関委託で実施した（個別健診）。受診者１，８００人平均受診率９８．３%
・１歳６か月児、３歳児健診に臨床心理士が従事。フォローが必要な児の進捗管理を開始した（年３回）。
・令和５年３月の３歳児健診の視覚検査で、従来のランドルト環に加えて、屈折検査器機による検査を導入
した。

【評価】
・子どもの発達支援課との連携により、乳幼児健診においてフォローが必要な児の早期療育体制の強化に向
けた体制が構築できた。
・年度中に、３歳児健診における屈折検査を開始し、屈折異常の早期発見の体制を構築できた。

【次年度の取組】
・健診後進捗管理会議を３回/年程度実施する。
・屈折検査導入後、母子手帳や参加者の流れがよりスムーズになるようにを検証し、レイアウトや手順を修
正する。
・屈折検査の意義について、啓発を行う。
・新型コロナウイルス感染症の５類への引き下げを見据え、集団指導の再開を含め検討を行う。

Ａ 子育て支援課
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(8)児童虐待防止事業

【概要】
児童虐待の発生予防、早期発見及び保護を図るた
め、柏崎市要保護児童対策地域協議会を中心とし
て、関係機関との情報共有や啓発活動を行い、円滑
な連携体制の構築に取り組んでいます。

【取組状況・予定】
・児童虐待の予防や早期発見及び保護を図るため、関係機関との情報共有
や啓発活動を行い、円滑な連携体制の構築に取り組む。
①柏崎市要保護児童対策地域協議会と関係機関（小中高学校、保育園、認
定こども園及び幼稚）との定期的な情報提供(令和３（２０２１）年度から
実施）により、タイムリーな連携や支援方針の検討を行う。
②ヤングケアラーの啓発と支援を要保護児童対策地域協議会のネットワー
クを活用して実施する。
・国は令和４（２０２２）年度からの３年間を「集中取組期間」としてい
ることから、当市でも一般市民と関係機関に向けて集中的な広報啓発を実
施する。
④児童虐待予防の啓発活動として、支援者向け研修会と、市民向け講演会
を実施する(１１月に予定）。
・児童虐待防止の相談窓口のポスターと啓発カードを、関係機関に配布・
設置する。
・ケース管理会議（週１回実施）に、家庭児童相談員、女性福祉相談員、
担当保健師が参加して事例を共有することで多職種によるチーム支援をめ
ざす。
・定例の事例検討会(月１回）の実施により、ソーシャルワーク力の向上を
目指す。

【取組状況】
・児童虐待防止の研修会を実施。
　①一般市民向け研修会：「みんな誰かの大切な人　～虐待の淵を生き抜いて」
　　（令和４（２０２２）年１２月４日開催予定）
　②支援者向け研修会：「児童虐待の対応における子どもや保護者との向き合い方」
　　（令和４（２０２２）年９月２日開催）　参加者７３名
・ヤングケアラーについて周を民生委員高齢者福祉部会、相談支援連絡会、生徒指導研修会、養護
教諭研修会で周知啓発を実施。
・児童虐待防止周知カードを作成し、研修会や民生児童委員へ配布。
・児童虐待防止月間に合わせて児童虐待防止広報啓発ポスター、児童虐待連絡先周知ポスター、ヤ
ングケアラー普及啓発ポスター等を医療機関、歯科医院、調剤薬局、公共施設に送付し掲示依頼。
・児童相談の状況：虐待７２件、その他の養育相談：１６２件
・外部機関との事例検討会を、６１回（６９ケース）実施。
・家庭児童相談員、女性福祉相談員、担当保健師が参加してのケース管理会議（週１回程度）と、
今年度より月１回事例検討会を実施し、支援の視野や質を深めソーシャルワーク力の向上を図る。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・要保護児童対策地域協議会で進捗台帳に登録されている児童・生徒の様子を園や学校から毎月、情報提供
をもらい支援方針を検討する資料とした。
・ヤングケアラー等の周知・啓発を推進するため、市民向けと学校、介護、福祉、地域等の関係機関に啓発
を行った。
・児童虐待防止の研修会として、市民向け研修会「みんな誰かの大切な人～虐待の淵を生き抜いて～」を実
施した（参加者１０６人、令和４（２０２２）年１２月４日開催）。今回は、虐待を受けた当事者である講
師より講話をいただいた。支援者向け研修会は「児童虐待の対応における子ども・保護者との向き合い方」
を９月２日開催した。
・児童相談の状況：虐待６７件、その他の養育相談：１７９件
・外部機関との事例検討会を、１０４回（６１ケース）実施した。

【評価】
・進捗管理台帳で管理している子どもの様子を園や学校から情報提供いただくことで、子どもが抱えている
課題や保護者の困り感等が把握でき、虐待予防に向けた介入や支援方針のタイムリーな修正につながってい
る。
・ヤングケアラーについて市民や関係機関が正しく理解し、相談につながる環境づくりができた。
・市民向け講演会のアンケートでは「自分が大人としてどうあるべきかを教えてもらった。」「子どもの素
直な思いを聞いたり、受け止めたりできる大人でありたいと思った。」などの感想があり、児童虐待への関
心を高める機会となった。

【次年度の取組】
・外からは見えにくい心理的虐待やヤングケアラーの早期発見に向け、関係機関の知識、意識を高める取組
を検討する。

A 子育て支援課
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(9)家庭児童相談事業

【概要】
家庭で子どもを育てる際の様々な悩みや心配ごとに
関することの相談窓口を設置し、家庭児童相談員
が、電話相談や家庭訪問等、必要に応じて対応して
います（対象は概ね18歳未満）。

【取組状況】
・児童虐待や養育力の低下により支援が必要な世帯に対して、家庭で子ど
もが安定した生活ができるよう、電話や来所相談、家庭訪問、関係機関と
の連絡・調整や事例検討会等を通して、継続的な支援を行う（家庭児童相
談員３名）。

【予定】
・ケース管理会議時に事例検討を重ねることで、ソーシャルワークのスキ
ル向上を目指す。
・増加傾向にある不登校事例等は、必要に応じて学校教育課や子どもの発
達支援課と検討の場を持ち、連携して支援を行う。

【取組状況】
・児童虐待や養育力の低下により支援が必要な世帯に対して、家庭で子どもが安定した生活ができ
るよう、電話や来所相談、家庭訪問、関係機関との連絡・調整や事例検討会等を通して、継続的な
支援を行っている（家庭児童相談員３名）。
・家庭児童相談員１名が５月末に退職したため８月から新たに１名採用し、３名体制を整えてい
る。
・活動状況（支援状況）
　令和４（２０２２）年１１月末現在　実人数２００人、延人数２，３５２人
・ケース管理会議時に、家庭児童相談員、女性福祉相談員、保健師が出席して事例検討会を実施
い、スキル向上につなげている。（６月から月１回実施）
・不登校事例への対応は、昨年度１１月末までの対応件数２９２件に対し、今年度は１０３件であ
る。
【予定】
・ケース管理会議時に事例検討を重ねることで、ソーシャルワークのスキル向上を目指す。
・昨年度増加していた不登校事例への対応については、今後も必要に応じて学校教育課や子どもの
発達支援課と検討の場を持ち、連携して支援を行っていく。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・児童虐待や養育力の低下等により支援が必要な世帯に対して、家庭で子どもが安定した生活ができるよ
う、電話や来所相談、家庭訪問、関係機関との連絡・調整や事例検討会等により継続的な支援を行っている
（家庭児童相談員３名）。
・活動状況
　　支援状況：実人数３２４人、延人数３，０３４人
　　関係機関との個別ケース検討会議：６５回
・スキル向上のため、家庭児童相談員、女性福祉相談員、保健師が参加する事例検討会を６月から月１回開
始し、支援の方向性を検討するとともにアセスメント力の向上につなげている。

【評価】
・必要時には個別ケース検討会議等を行い、各機関の支援状況を共有し、支援を検討することで、各機関の
役割を意識した支援を実施できた。
・定期的な研修の機会を設けることで、支援のスキルアップにつなげられた。

【次年度の取組】
・スキル向上に向け、個別ケース検討会議を継続して実施する。

Ａ 子育て支援課
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地域子ども・子育て支援事業

(10)養育支援訪問事業

【概要】
養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、
養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該
家庭の適切な養育の実施を確保するため、保健師等
がその居宅を訪問します。

【取組状況・予定】
・乳幼児健診後、早期療育支援や育てにくさ（すこやか親子のアンケート
参照）を感じている保護者に対する継続支援の標準化（アンケート内容に
より継続支援の有無についてカンファレンスで検討）。
・定期的に進捗管理を行い、タイムリーな支援を行う。

【取組状況】
・乳幼児健診終了後、カンファレンスの場で今後のフォローについて検討を行い、早期療育支援や
育児への不安、負担感を感じている保護者に対し、継続的な養育支援を行った。（実：６９人、延
べ：１９２人）
・ケース管理会議や進捗会議等の場で支援方針の確認を行い、タイムリーな支援を行った。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・早期療育支援や育児への不安、負担感を感じている保護者に対し継続的な訪問を行った。（実：８５人、
延べ：２５６人）
【評価】
・ケース管理会議や進捗管理会議（４回/年）の場で支援方針を確認し、継続的に支援を行うことで児童虐
待予防につなげた。
【次年度の取組】
・事例について定期的な進捗管理を行い、タイムリーな支援を継続実施する。

Ａ 子育て支援課
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(11)養育支援事業(育児支援ヘルパー）

【概要】
双子、三つ子などを養育している人や、身体的、精
神的な事情等によりお子さんの養育が困難な人、日
中、家事や育児の協力者がいない人等、育児負担が
大きい場合に、子どもの世話や家事援助サービスを
事業者が提供し、利用料の一部助成を行う事業につ
いて継続実施します。 現在、シルバー人材センター
に事業委託しています。

【取組状況・予定】
・母子健康手帳交付時と、助産師の新生児訪問、保健師の健診や講座、訪
問活動等から対象者を把握し、タイムリーな支援につなげる。

【取組状況】
・育児不安や養育するうえで困難な状況や支障をきたす恐れがある保護者に対し、サービスを提供
した。（認定証交付数１７件、利用世帯数１１件、延べ件数９８件）
・利用内訳は、家事手伝いが４４件、保育（子守り）が５３件、病院受診の付添いが1件となってい
る。
・認定証交付理由内訳は、日中、家事・育児の協力者なしが１６件、双子・三つ子など養育するう
えで育児困難が１件だった。さらにサービス利用者の理由背景を調べると、保護者の病気（精神疾
患など）が４件、育児ストレスが4件と、精神的に負担を抱えている者の利用割合が高い。
【予定】
・委託先であるシルバー人材センターと現状を共有し、今年度中に研修会を含む情報交換会を実施
する予定。

【実績】 （令和５（２０２３）年２月末現在）
◇認定証交付数
　新規交付数２０件、更新交付数３件：計２３件
◇利用世帯数
　実数１２件、延数１１６件
◇サービス利用内容
　病院受診の付添１件、家事手伝い４６件、保育６９件：計１１６件
◇サービス利用理由
　双子・三つ子などの養育をする上で育児が困難なため１件、保護者の病気２件、日中家事・育児の協力者
なし２０件
【評価】
・前年度と比較すると認定証の交付数は減となっているが、利用延べ件数は約１．８倍増となっている。特
定の方が頻回に利用する傾向がある。交付申請時の理由では「日中、家事・育児の協力者なし」で申請する
が、実際に利用者と関わる中で「保護者の病気」や「児童の養育に支障をきたす恐れがある方」の利用頻度
が高いことがわかった。
【次年度の取組】
・申請時、対象者の背景等を具体的に把握するためアセスメントを実施する。
・必要なサービスを提供できるようサービス内容を精査する。
・委託事業者と定期的に研修会を開催し、情報共有する。
　
　

Ａ 子育て支援課
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【当日資料】

総括表（令和４（２０２２）年度　取組評価・実績）

№ 実施事業等 事業内容
令和４（２０２２）年度
取組状況・予定

令和４（２０２２）年度
取組状況・予定（令和４（２０２２）年１１月末現在）

令和４(２０２２)年度
実績

Ｒ４
評価

担当課
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第5章2
地域子ども・子育て支援事業

(12)子育て短期支援事業

【概要】
保護者の病気や、その他の理由で、家庭において児
童を養育することが一時的に困難となった場合に、
宿泊を伴う児童の一時預かりを行う事業です。育児
の負担感が大きい等、保護者のレスパイトケアとし
て利用する、広義の児童虐待防止の目的を持つ事業
です。

【取組状況】
・令和３（２０２１）年８月以降、事業は一旦中止している。

【予定】
・子育て短期事業の再開に向けて関係機関と協議し、具体的な方向性を明
確にする。

【取組状況】
・事業再開に向けて、ファミリーホーム及び子育て短期支援利用事業（短期入所生活援助事業）の
設置条件について県へ照会し、県内（見附市、新潟市）の状況について確認した。
・６月３０日さざなみ学園と協議・検討した。７月１４日社会福祉法人ロングランと協議・検討し
た。
【予定】
・今回の話し合いの結果を踏まえ、今後の方向性を課内で検討していく。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・事業再開に向けて、ファミリーホーム及び子育て短期支援利用事業（短期入所生活援助事業）の設置条件
について県へ照会し、県内（見附市、新潟市）の状況について確認した。
・市内の児童養護施設等（２施設）に出向き、事業説明と意向確認を行った。
【評価】
・国の事業実施要綱にある、該当施設の一つである児童養護施設における、次年度の実施は、人材不足等の
理由から難しい状況である。
【次年度の取組】
・国の動向を注視し、継続検討する。

B 子育て支援課
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第5章2
地域子ども・子育て支援事業

(13)ファミリー・サポート・センター事業（子育て
援助活動支援事業）

【概要】
地域において、子どもの預かり等の援助を行いたい
者と援助を受けたい者から成る会員組織で活動を
行っています。

【取組状況・予定】
・利用ニーズの把握を行う（会員全員に郵送アンケート、乳幼児健診参加
者に会場でアンケート回収）。
・国の示した研修プログラムに準じて、小児科医等を講師とした、養成研
修会を実施する。
・広報かしわざきに、研修会記事を掲載する。

・利用ニーズの把握を行った。
　会員全員（２０３人）にアンケート郵送し１０１人回答あり(回答率５０％）。
　乳幼児健診参加者３５５人に会場でアンケート実施した（回収率１００％）。
・研修会を１０月２４日に実施した（提供会員１０人　欠席者には研修資料を送付した）。
　講師：独立行政法人国立病院機構新潟病院小児科部長　鈴木医師
　　　　「子どもの身体と事故の予防」
・広報かしわざき９月号に、研修会記事を掲載した。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・ファミリーサポートセンターに関するアンケートを実施し分析したところ、利用料金に関する明らかな変
更希望はなかった。一方で、利用しない理由として、知らない人に預ける不安がある等の意見があった。
・提供会員研修は、小児科医が、誤飲時の緊急対応等をデモンストレーションし、参加者から具体的でわか
りやすい、来年も研修を希望する等の意見があった。
【評価】
・研修会は、参加者の満足度が高く、効果的であった。また、小児科医による研修を継続実施することで受
講者を増やし、スキル向上をめざす。
【次年度の取組】
・小児科医師による研修を実施していること等、広報やすくすくネットで市民に発信し、利用促進に繋げ
る。
・ファミリー・サポート・センター事業について、現在、妊娠時、出生時、転入時に配布しているが、令和
５（２０２３）年度から、保育園（3歳児）、小学校入学時の配布も追加し、事業の啓発に努める。

Ａ 子育て支援課
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(14)地域子育て支援拠点事業

【概要】
就学前児童とその保護者等が集まり、一緒に遊びな
がら交流するふれあいの場を提供するとともに、子
育てに関する情報を提供するほか子育て講座等を開
催し、子育てに関する悩みについての相談・助言等
を行います。
元気館ジャングルキッズのほかに保育園、幼稚園で
実施します。

【取組状況・予定】
＜子育て支援室＞
・公立・私立保育園、幼稚園の子育て支援室合わせて１７か所で実施す
る。

＜元気館＞
・元気館内ジャングルキッズで実施する。

【子育て支援室】
・公立・私立保育園、幼稚園の子育て支援室合わせて１７か所で実施した。
令和４（２０２２）年１１月末現在の利用実績は６，１１０組１万２，７２４人である。

【元気館】
・元気館ジャングルキッズで実施した。
令和４（２０２２）年１１月末現在の利用実績は１,１３７組２，３７４人である。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・公立・私立保育園、幼稚園の子育て支援室合わせて１７か所で実施し、利用実績は８,３３５組１万７，
３３７人であった。
・元気館内ジャングルキッズで実施し、利用実績は１，８７０組３,９６７人であった。子育て講座参加者
は３３４組６８５人であった。

【評価】
・未就園児及びその保護者が交流する場、支援員による子育て情報の提供や子育て相談、助言の場として、
子育てへの不安の軽減に繋げることができた。
また、新型コロナウイルス感染症の状況に配慮しながら感染防止対策を十分に行い、安心安全な環境で実施
をすることができた。
・令和４（２０２２）年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う長期休室もなく年間をとおして開室する
ことができたので、２月末時点で令和３（２０２１）年度３月末の利用実績よりも６４６組１,３０６人の
増加がみられた。

【次年度の取組】
・公立・私立保育園、幼稚園の子育て支援室合わせて１７か所で実施する。
・元気館内ジャングルキッズで実施する。

A 保育課
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(15)放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

【概要】
保護者の就労などにより、昼間保護者のいない家庭
の小学校児童を預かります。

【取組状況】
・市内２３か所に児童クラブを設置し、計画どおり開設している。（全ク
ラブを運営委託：社会福祉協議会２２か所・西山福祉会１か所）
※登録者の状況等は「別紙２」のとおり
・高柳町は、児童クラブの設置はないが「放課後子ども教室」を引き続き
実施している。

【予定】
・東部児童クラブの新築工事を行う（槇原小学校敷地内に新築）。令和５
（２０２３）年３月完成予定
・荒浜児童クラブの新築設計委託（荒浜小学校改築に合わせて工事）を行
う。令和５（２０２３）年度～令和６（２０２４）年度建設予定

【取組状況・予定】
・市内２３か所に児童クラブを設置し、計画どおり開設している。
（全クラブを運営委託：社会福祉協議会２２か所・西山福祉会１か所）
※登録者の状況等は「別紙２」のとおり
・高柳町は、児童クラブの設置はないが「放課後子ども教室」を実施している。
・東部児童クラブの新築工事は、工程表どおり工事が進められており、令和５（２０２３）年３月
上旬に完成予定である。
<工事金額合計>：９，５１１万７，０００円
（内訳：建築本体工事７，２２７万円、電気設備工事９０９万７，０００円、機械設備工事：１，
３７５万円）
・荒浜児童クラブは、荒浜小学校の改築工事にあわせて新築工事を予定しており、今年度は設定委
託を実施している。設計の原案が概ね完成し、令和５（２０２３）年度から令和６（２０２４）年
度の２か年の計画で建設工事を実施予定である。

【実績】（令和５（２０２３）年３月１日現在）
・市内２３か所に児童クラブを設置し、計画どおり開設することができた。
（全クラブを運営委託：社会福祉協議会２２か所・西山福祉会１か所）
※登録者の状況等は「別紙４」のとおり
・比角地区の児童の受入体制を強化するため、比角第二児童クラブ（総合福祉センター内）の開設場所の変
更を行い、定員を２９名分増やした（２９名→５８名）。
・高柳町地区は、児童クラブの設置はないが「放課後子ども教室」を実施した。
・東部児童クラブを槇原小学校の敷地内に移転・新設し、令和５（２０２３）年３月３日に工事が完了し
た。３月２２日からプレオープンを行い、使用を開始する。また、令和５（２０２３）年４月１日付で、名
称を「槇原児童クラブ」に改める。
<工事金額合計>：９，６７３万７，３００円
（内訳：建築本体工事７，３７８万５，８００円、電気設備工事９０９万７，０００円、機械設備工事：
１，３８５万４，５００円）

【評価】
・市内２３か所に児童クラブを開設し、利用申請に対し受入れを行うことができた。
・適切な遊びと生活の場を提供することにより、児童の健全育成を図ることに加え、保護者の就労や介護等
の支援に寄与することができた。
・東部児童クラブを移転・新築することにより、より良い環境が整備され、児童に適切で安全な生活の場を
提供することができた。

Ａ 子育て支援課

【次年度の取組】
・引き続き、市内２３か所に児童クラブを開設する。
・比角地区の児童の受入体制を更に強化するため、新たな開設場所の検討を行う。
・児童クラブを開設しない高柳地区では、放課後子ども教室を実施する。また、高柳小学校が令和６（２０
２４）年４月に鯖石小学校と統合することから、高柳地区の放課後支援体制の検討を行う。
・荒浜児童クラブの新築工事を令和５（２０２３）年度から令和６（２０２４）年度までの２か年継続事業
で実施する（荒浜小学校改築に合わせ、校舎に併設）。
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(16)子どもの遊び場整備事業

【概要】
健全な遊び場を整備することにより、子どもの路上
遊び、体力の向上、福祉の向上を図ることを目的と
し、子どもの遊び場を管理する町内会等地域関係者
を対象に、屋外遊び場の整備に係る経費を補助しま
す。

【取組状況】
・遊具の入替などの子どもの遊び場整備に資する事業に対して補助金を交
付している。
・申請件数：１８件（１８町内会）　※２１公園
・補助金交付決定額：４４５万２，０００円　※６月末時点（交付決定）
・整備予定町内会
①港町１・２丁目、②下軽井川、③栄町、④半田、⑤荒町、⑥米山台、⑦
比角１０区
⑧松波、⑨さくらニュータウン、⑩矢田、⑪向陽町、⑫南半田、⑬ゆりが
丘、⑭北半田
⑮長峰町、⑯茨目、⑰佐藤池新田、⑱上の山　計１８町内会
・整備の内容
　鉄棒の新設、ブランコの修繕、フェンスの交換、広場造成工事、古く
なった遊具の撤去など

【予定】
・各工事完了後、現地検査を行い、補助金を交付する。
※整備完了５町内会（６月末時点）
・１０月頃に全町内会に周知を行い、次年度事業の仮申し込み（計画書の
提出）の受付を開始する。

【取組状況・予定】
・町内会などが管理する公園の遊具の撤去、修繕及び新設などの整備計画において、１６町内会の
事業が完了し補助金を交付した。残りの２町内会の事業は１２月中に完了予定である。

【実績】
・事業完了件数／申請件数：１６件／１８件
・補助金交付済額／補助金交付決定額：３７８万４，０００円／４４５万２，０００円

【その他】
・３０４町内会に来年度の整備予定について確認を行い、１２町内会から整備計画の提出があっ
た。

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・町内会などが管理する公園の遊具の撤去、修繕及び新設などの整備計画において、申請のあった１８町内
会の事業が全て完了し、補助金を交付した。
・件　　数：１８件
・補助金額：４４５万２，０００円

【評価】
・計画された全ての整備計画が実施され、遊具の撤去、修繕及び新設など、安全に配慮した遊び場の環境整
備に寄与することができた。

【次年度の取組】
・１２町内会の整備補助を予定している。
・補助金予定額：４９０万３，０００円

Ａ 子育て支援課
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【当日資料】

総括表（令和４（２０２２）年度　取組評価・実績）

№ 実施事業等 事業内容
令和４（２０２２）年度
取組状況・予定

令和４（２０２２）年度
取組状況・予定（令和４（２０２２）年１１月末現在）

令和４(２０２２)年度
実績

Ｒ４
評価

担当課
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(17)（仮称）子育て応援券事業

【概要】
子育てしやすい環境づくりを推進するため、乳幼児
がいる家庭に対し、子育て世代を応援する利用券を
配布します。

【取組状況・予定】
・前年度と同様に０～３歳の子どもがいる世帯に１人当たり１万円（有効
期限：発行年度の翌年度末まで）を支給。
・４月下旬に令和４（２０２２）年度分の応援券を発送。初回発送後の出
生者や転入者に対しては、毎月末に対象者抽出し、順次送付。
・登録事業者数：６４件

【実績】 ※令和４（２０２２）年５月末現在

＜令和３（２０２１）年度発行分＞ ・・・初回　令和３（２０２１）年４
月２８日発送
・発行済み対象者数：１，８１１人
・利用枚数／発行枚数：３万９８枚／３万６，２２０枚
・利用金額／発行金額：１，５０４万９，０００円／１，８１１万円
・利用率：８３．１０％
＜令和４（２０２２）年度発行分＞ ・・・初回　令和４（２０２２）年４
月２５日発送
・発行済み対象者数：１，２５３人
・利用枚数／発行枚数：１，７５４枚／２万５，０６０枚
・利用金額／発行金額：８７万７，０００円／１，２５３万円
・利用率：７．００％

【取組状況・予定】
・初回発送後の出生者や転入者に対して、毎月末に対象者抽出し、順次送付。
・物価高騰により影響を受けている子育て世帯の経済的負担の軽減を目的とし、１８歳（高校生相
当）までの子どものいる世帯を対象に、子ども１人につき２万円分の「かしわ★ざ★キッズ！ス
ターチケット プラス」（有効期限：発行月から６か月間）を８月から交付。

【実績】
●かしわ★ざ★キッズ！スターチケット
・登録事業者数：７２件（新規登録事業者８者追加）
＜令和３（２０２１）年度発行分＞ ・・・初回　令和３（２０２１）年４月２８日発送
・発行済み対象者数：１，８１１人
・利用枚数／発行枚数：３万３，７５１枚／３万６，２２０枚
・利用金額／発行金額：１，６８７万５，５００円／１，８１１万円
・利用率：９３．１８％
＜令和４（２０２２）年度発行分＞ ・・・初回　令和４（２０２２）年４月２５日発送
・発行済み対象者数：１，４８８人
・利用枚数／発行枚数：１万９，１０６枚／２万９，７６０枚
・利用金額／発行金額：９５５万３，０００円／１，４８８万円
・利用率：６４．２０％
●かしわ★ざ★キッズ！スターチケット プラス ・・・初回　令和４（２０２２）年８月２２日発
送
・登録事業者数：２１９件（現行：５７件、臨時：１６２件）
※業種：①遊び・体験・観光・宿泊、②飲食、③菓子・パン、④小売、⑤子育て支援、⑥自転車・
自動車、⑦習い事・写真、⑧理容・美容・整体、⑨旅客運輸・旅行など
・発行済み対象者数：１万３７９人
・利用枚数／発行枚数：２６万５，２６７枚／４１万５，１６０枚
・利用金額／発行金額：１億３，２６３万３，５００円／２億７５８万円
・利用率：６３．９０％

【実績】 （令和５（２０２３）年２月末現在）
●かしわ★ざ★キッズ！スターチケット
・登録事業者数：７３件（新規登録事業者２者追加、１者登録抹消）
＜令和３（２０２１）年度発行分＞
・発行済み対象者数：１，８１１人
・利用枚数／発行枚数：３万４，６６９枚／３万６，２２０枚
・利用金額／発行金額：１，７３３万４，５００円／１，８１１万円
・利用率：９５．７２％
＜令和４（２０２２）年度発行分＞
・発行済み対象者数：１，５８９人
・利用枚数／発行枚数：２万３，７４４枚／３万１，７８０枚
・利用金額／発行金額：１，１８７万２，０００円／１，５８９万円
・利用率：７４．７１％

●かしわ★ざ★キッズ！スターチケット プラス
・登録事業者数：２１９件（現行：５７件、臨時：１６２件）
・発行済み対象者数：１万４７６人
・利用枚数／発行枚数：４０万４，３３７枚／４１万９，０４０枚
・利用金額／発行金額：２億２１６万８，５００円／２億９５２万円
・利用率：９６．４９％

【評価】
・前年度発行したスターチケットは、利用率が９５％を超え、今年度物価高騰を受けて臨時で行ったスター
チケット プラスも９６％を超えており、前年度同様、高い利用率で、利用者の満足度の高さが伺える。

Ａ 子育て支援課

【次年度の取組】
・今年度と同様に０～３歳の子どもがいる世帯に１人当たり１万円を支給。
・次年度中に電子化を図り、年度途中の出生者からモデル的にスタートさせる予定。
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(19)実費徴収に係る補足給付を行う事業

【概要】
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育
施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具
その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費
用又は行事への参加に要する費用等を助成します。

【取組状況・予定】
・引き続き、国の動向や他市の状況を確認しつつ検討する。

【取組状況】令和４（２０２２）年１１月末現在
・補足給付事業のうち食事の提供に要する費用については、市内に対象となる園がないため未実
施。
・引き続き国の動向及び他市の状況を確認し、検討する。

【実績・評価】令和５（２０２３）年２月末現在
・補足給付事業のうち食事の提供に要する費用については、市内に対象となる園がないため未実施。

【次年度の取組】
・引き続き国の動向及び他市の状況を確認し、検討する。

Ｆ 保育課
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(20)多様な主体が本制度に参入することを促進する
ための事業

【概要】
教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関
する調査研究や、その他の多様な事業者の能力を活
用した教育・保育施設等の設置又は運営を促進しま
す。

【取組状況・予定】
・他業種からの参入や小規模保育・事業所内保育などについては、ニーズ
や計画の実行性等を精査しながら相談に応じていく。
・公立保育園の民営化等は、市外の社会福祉法人等も含め、引き続き意見
交換を行う。

【取組状況】令和４（２０２２）年１１月末現在
・他業種からの参入については市内での実施なし。小規模保育・事業所内保育などについては、
ニーズや計画の実行性等を精査しながら引き続き相談に応じていく。
・公立保育園の民営化について、園長会議等で市内法人へ説明を行った。市内法人については引き
続き意見交換を継続して行い、市外の法人等も含め検討していく。

【実績・評価】（令和５（２０２３）年２月末現在）
・公立保育園の民営化は、現在園を運営している社会福祉法人と意見交換を行い、今後の方針などを確認し
た。

【次年度の取組】
・他業種からの参入や小規模保育・事業所内保育などについては、ニーズや計画の実行性等を精査しながら
相談に応じていく。
・公立保育園の民営化は、市外の社会福祉法人等も含め、引き続き意見交換を行う。

Ｆ 保育課

【取組状況・予定】
①妊産婦医療費助成事業
　　資格証交付件数    ：２４５件
　　助成申請件数      ：２，１０３件
　　助成総額          ：１，１８９万９，４４９円
　　１件当たり助成額  ：５，６４２円
②子どもの医療費助成事業
　　資格証交付件数    ：９，５７４件
　　助成申請件数      ：６万２，６０２件
　　助成総額          ：１億５２５万７，１５１円
　　１件当たり助成額  ：１，６８１円
③不妊治療助成事業（令和４（２０２２）年度から「生殖補助医療費助成事業」に変更）
　  受給者実件数　　　：３６件
　  助成申請延件数　　：４９件
　  助成額　　　　　　：２７５万６,２００円
④ひとり親家庭等医療費助成事業
　  受給者数　　　　　：１，１５９人
　  助成件数　　　　　：６，９７９件
　  医療費等助成額　　：１，６２７万７，９５９円
　  １件当たり助成額　：２，３３２円
⑤未熟児養育医療給付事業
　  受給者数          ：実３人　延べ６月分
　  助成金額          ：５２万６，９４１円

【実績】（令和５（２０２３）年２月末現在）
①妊産婦医療費助成事業
　  資格証交付件数    ：３２９件
　　助成申請件数      ：２，８７１件
　　助成総額          ：１，６２０万８，８３２円
　　１件当たり助成額  ：５，６４６円
②子どもの医療費助成事業
　  資格証交付件数　　：９，６３６件
　  助成申請件数　　　：８万９，９７０件
　  助成総額　　　　　：１億５，２２５万４，２２６円
　  １件当たり助成額　：１，６９２円
③不妊治療助成事業
（令和４（２０２２）年度から「生殖補助医療費助成事業」に変更）
　  受給者実件数　　　：４４件
　  助成申請延件数　　：６０件
　  助成額　　　　　　：３４７万８,２００円
④ひとり親家庭等医療費助成事業
　  受給者数　　　　　：１，１６９人
　  助成件数　　　　　：９，９４０件
　  医療費等助成額　　：２，２３９万２，６３５円
　  １件当たり助成額　：２，２５２円
⑤未熟児養育医療給付事業
　  受給者数          ：実７人　延べ１４月分
　  助成金額          ：１４７万６，６３０円
【評価】
・妊産婦医療費は、令和３（２０２１）年２月から、現物支給となったことにより、申請件数が増加し、市
民の利便性に寄与していると捉える。
・子どもの医療費助成は、令和４（２０２２）年度診療分から、入院、通院ともに高校卒業までを対象とし
た。
・不妊治療費助成は、県の助成制度が、令和３（２０２１）で終了したが、市単独事業として保険適応の一
部（県の助成範囲を踏襲）を助成することで安心して、子どもを望む夫婦のニーズに対応した。
【次年度の取組】
・不妊治療費の助成（生殖補助医療費助成事業）は、一般治療も対象に加え、いわゆる保険適応分は、全て
対象とする予定。
・他の、助成事業は同様に継続する。

Ａ

子育て支援課
（①③⑤）
福祉課
（②④）

【取組状況・予定】
・病気の早期発見、早期治療につなげることや、経済的支援のため、事業
を継続して実施している。
・令和４（２０２２）年度から、特定不妊治療の保険適用に伴い、新潟県
の助成が終了となることから、今までの制度を一部変更して生殖補助医療
費助成について取り組む。
・子どもの医療費助成については、令和４（２０２２）年度診療分から、
入院、通院ともに高校卒業までを対象としている。

①妊産婦医療費助成事業
②子どもの医療費助成事業
③不妊治療医療費助成事業（不妊・不育治療医療費助成）
※県の助成事業は終了したが、市単独事業により助成事業を継続する（保
険診療費の一部負担金の２／３）※国の通知により「生殖補助医療費助成
事業」に名称変更。
④ひとり親家庭等医療費助成事業
⑤未熟児養育医療給付事業
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(18)医療費助成事業

【概要】
病気の早期発見・早期治療につなげることや、経済
的支援のために次の事業を行っています。

①②妊産婦及び子どもの医療費助成事業
妊産婦及び子どもの医療費の一部を妊産婦本人又は
子どもの保護者に医療費の一部を助成します。

③不妊治療助成事業
子どもが欲しいと望んで不妊治療を受ける夫婦へ治
療費の一部を助成します。

④ひとり親家庭等医療費助成事業
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児
童を監護養育するひとり親家庭等に対して、医療費
の一部を助成します。

⑤未熟児養育事業
出生時の体重が2,000ｇ以下又は2,000ｇを超えてい
ても医師の診断により、生活力薄弱であって一定の
症状を有している乳児に対し、養育医療指定医療機
関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の
一部を助成します。

5/5



市全域の推計ニーズと入園児童数の比較

① 教育・保育給付

施設型給付　幼稚園・認定こども園・保育園

市全域

認定こども園 4園

幼稚園（従来型） 1園

保育園 28園

施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数

316 1,109 631 115

教育・保育施設（小計） 5 316 32 1,109 32 631 32 115

認定こども園 4 256 4 0 4 60 4 0

幼稚園 1 60 0 0 0 0 0 0

保育園 0 0 28 1,109 28 571 28 115

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0

地域型保育事業 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 5 316 32 1,109 32 631 32 115

総合計： 2,171 人

認定こども園 4園 認定こども園 4園

幼稚園 1園 幼稚園 1園

保育園 27園 保育園 27園

地域型保育事業 1園 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 地域型保育事業 1園 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数

224 1,272 627 61 262 1,271 613 145

教育・保育施設（小計） 5 224 30 1,272 30 620 31 61 教育・保育施設（小計） 5 262 31 1,271 31 605 31 143

認定こども園 4 169 4 68 4 51 4 0 認定こども園 4 200 4 72 4 33 4 10

幼稚園 1 55 0 0 0 0 0 0 幼稚園 1 62 0 0 0 0 0 0

保育園 0 0 26 1,204 26 569 27 61 保育園 0 0 27 1,199 27 572 27 133

確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0 確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 0 0 0

地域型保育事業 0 0 0 0 1 7 1 0 地域型保育事業 0 0 0 0 1 8 1 2

合計 5 224 30 1,272 31 627 32 61 合計 5 262 31 1,271 32 613 32 145

総合計： 2,184 人 総合計： 2,291 人

【令和４（２０２２）年４月１日現在の施設・定員・児童数】

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

保育 188 0 18 33 19 24 25 119

教育 435 45 55 69 169

教育 120 27 20 8 55

保育 2,453 61 247 322 403 408 393 1,834

保育 12 0 7 0 7

61 272 355 494 507 495 2,184

※施設・事業所利用状況一覧表のうち管内のみ集計

確
保
方
策

1号認定

推計ニーズ量

別紙１

0歳

教育 保育 保育 保育

令和４（２０２２）年度推定ニーズ量に対する確保の方策

令和４（２０２２）年４月１日現在在園児童数

1号認定

3～5歳 3～5歳

3～5歳 3～5歳 1.2歳 0歳

ニーズ量 ニーズ量

確
保
方
策

教育保育

確
保
方
策

教育 保育 保育

-

合計 3,208

幼稚園

保育園

-

認定こども園

認可定員

-

区分

地域型保育事業

保育 保育 保育

3号認定2号認定

2号認定 3号認定 1号認定

0歳3～5歳 3～5歳 1.2歳

令和５（２０２３）年３月１日現在在園児童数

2号認定 3号認定

1.2歳



※子育て支援室について、詳しくは裏面を御覧ください。 

 

令和４（２０２２）年１２月２３日 

 

保護者の皆様へ 

 

 柏崎市子ども未来部保育課  

課 長  中 村 義 一  

 

田尻保育園改築工事の進捗状況について（お知らせ） 

 日頃より、本市の保育施策に御理解をいただき、心より感謝申し上げます。 

さて、田尻保育園改築工事について、現在の進捗状況を下記のとおりお知らせいたします。 

お読みいただいた後、御質問や御意見がございましたら、保育課または通っている保育園まで

お寄せください。 

今後とも園児や保護者の皆様が安心・安全に通うことのできる保育環境整備に努めてまいりま

す。御理解、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１ 基本設計概要 

 ⑴ 新園舎の建物概要 

   ・構造・階数：鉄骨造・２階建て 

   ・延床面積：約１，６５０㎡ 

 

⑵ 新園舎の保育室等の配置 

   ・１階：０～１歳児ほふく室（４部屋）、２歳児保育室（２部屋）、遊戯室、給食室等 

   ・２階：３歳児保育室（２部屋）、４～５歳児保育室（３部屋）、遊戯室等 

 

 

新 田尻保育園 

 

代替公園及び 

職員用駐車場予定地 

（現 田尻保育園） 

現 田尻コミセン 
職員用 

駐車場 

予定地 

⑶ 新園舎の平面図 

      

 
子育て支援室 

保護者駐車場32台（予定） 

別紙２ 田尻保育園の改築 



 

⑷ 子育て支援室（新園舎北東側） 

・木造・平屋建て 

・延床面積１００㎡程度 

・入園前のお子さんと保護者や妊婦の方などが自由に過ごすことのできる場所。子育てに

関する不安や悩みなどの相談にも対応する施設です。 

  

⑸ 保護者用駐車場（新園舎北側） 

    新園舎３２台予定（おもいやり駐車場２台分含む）  

 

２ 今後のスケジュール（予定）  

令和５（２０２３）年度 ７月頃 ・改築工事着工 

令和６（２０２４）年度 

７月頃 ・改築工事竣工 

９月頃 ・現 田尻保育園、新園舎へ引っ越し 

・安田保育園は、新園舎で定期的な交流保育の機

会を設けながら、引っ越し準備を進める 

１０月頃 ・現 田尻保育園解体 

・代替公園整備（地元と調整中）及び職員用駐車

場の着工 

３月末 ・安田保育園、新園舎へ引っ越し 

令和７（２０２５）年度 ４月 ・新 田尻保育園として開園 

   

※ 現在の園舎は、令和７（2025）年４月に職員用駐車場等として利用する予定であること

から、新園舎が完成後の令和６（2024）年１０月頃には解体をする予定です。 

    このため、令和６（2024）年９月頃には田尻保育園に在園している園児は、新園舎に引

っ越しを行う予定であり、新たな園舎で早く慣れてもらうと同時に、安田保育園児からも

統合までの半年の間に新園舎で交流する機会を設け、令和７（2025）年４月１日の統合日

を安心して迎えていただけるよう準備を進めてまいります。 

    保護者の皆様や地域の皆様からは、園児の健やかな成長に向け、引き続き御支援と御協

力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 【お問い合わせ先】 

柏崎市子ども未来部保育課 TEL 21-2233 

〇〇保育園 TEL  - 
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令和５（2023）年１０月からの１・２歳児保育料の無料化 

 

広報かしわざき 令和５年４月号 掲載予定（次の２点） 

 

 

 



       ニーズ量の見込み・確保の方策

定員数
(a)

計
（b）

１～３
年生

４～６
年生

（a-b）
計
（c）

１～３
年生

４～６
年生

（a-c）
計
（d）

１～３
年生

４～６
年生

（a-d）

市全域 1,273 964 784 180 309 959 771 188 314 832 715 117 441

第一 94 86 71 15 8 82 65 17 12 65 56 9 29

柏崎 94 86 71 15 8 82 65 17 12 65 56 9 29

第二 138 118 96 22 20 137 109 28 1 131 109 22 7

比角第一 80 90 75 15 △ 10 84 66 18 △ 4 80 65 15 0

比角第二 58 28 21 7 30 53 43 10 5 51 44 7 7

第三 217 132 108 24 85 148 110 38 69 134 106 28 83

　 剣野第一 62 32 29 3 30 57 44 13 5 52 42 10 10

   剣野第二 67 57 46 11 10 59 46 13 8 55 45 10 12

大洲 31 19 18 1 12 16 14 2 15 14 14 0 17

米山 17 7 4 3 10 8 3 5 9 4 1 3 13

鯨波 40 17 11 6 23 8 3 5 32 9 4 5 31

鏡が沖 269 166 135 31 103 172 138 34 97 142 123 19 127

半田第一 49 47 41 6 2 51 42 9 △ 2 47 40 7 2

半田第二 90 37 30 7 53 36 33 3 54 30 27 3 60

枇杷島第一 58 41 34 7 17 33 23 10 25 22 19 3 36

枇杷島第二 72 41 30 11 31 52 40 12 20 43 37 6 29

瑞穂 132 110 86 24 22 92 81 11 40 81 76 5 51

東部 73 50 42 8 23 50 43 7 23 39 38 1 34

日吉 40 49 35 14 △ 9 32 32 0 8 33 33 0 7

中通 19 11 9 2 8 10 6 4 9 9 5 4 10

松浜 44 48 47 1 △ 4 43 38 5 1 37 36 1 7

荒浜 44 48 47 1 △ 4 43 38 5 1 37 36 1 7

南 56 29 22 7 27 40 31 9 16 41 32 9 15

新道 56 29 22 7 27 40 31 9 16 41 32 9 15

東 186 189 149 40 △ 3 157 131 26 29 134 117 17 52

田尻第一 76 78 60 18 △ 2 68 62 6 8 63 57 6 13

田尻第二 74 63 53 10 11 57 47 10 17 44 40 4 30

北鯖石 36 48 36 12 △ 12 32 22 10 4 27 20 7 9

第五 36 20 13 7 16 19 15 4 17 18 15 3 18

鯖石 36 20 13 7 16 19 15 4 17 18 15 3 18

北条 30 14 12 2 16 17 14 3 13 14 13 1 16

北条 30 14 12 2 16 17 14 3 13 14 13 1 16

高柳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西山 71 52 45 7 19 52 39 13 19 35 32 3 36

にしやま 71 52 45 7 19 52 39 13 19 35 32 3 36

※高柳区域は、児童クラブの設置はありませんが、「放課後子ども教室」を行っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニーズ量の見込み・確保の方策及び登録者数

R5.3.1現在登録者数　（単位：人）　

令和４（２０２２）年度

区分

R４.5.1現在登録者数　（単位：人）　

令和４（２０２２）年度 令和４（２０２２）年度 令和４（２０２２）年度
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